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Ⅰ部 国産牛肉トレーサビリティの概要

１．はじめに

２００１年９月に国内で初めて牛海綿状脳症（ＢＳＥ）が発生し、生産農家、流通業及び

焼肉業界に深刻な影響を与えた。政府は、対応措置として２００１年１０月１８日以降、食用

に供する全ての国産牛に対してＢＳＥ検査を実施し 「安全な牛肉」のみが市場に流通する体、

制を確立した。

一方、ＢＳＥ緊急対策事業の過程で輸入肉を国産牛肉とする偽装が発生し、また、流通

業界の豚、鶏等食肉の産地偽装など問題・不祥事が次々と顕在化し、消費者の食肉の生

産・流通に対する信頼が大きく損なわれることとなった。

焼肉業界は、流通の最下流にあって消費者と常に直接相対しているため、これらの風評

被害を受け、消費者の厳しい追及と売上額の減少を招くこととなった。

焼肉協会ではこの様な事態に対処するため、２００１年度においては、お客様に焼肉料理

の持つ「美味しさ・楽しさ」強調する『焼肉消費拡大キャンペーン』を実施し、２００２年

には 『国産牛肉消費拡大キャンペーン』を実施した。、

『国産牛肉消費拡大キャンペーン』では、食肉の生産・流通関係者と消費者との信頼の

環の回復のため、肉牛生産農家、焼肉店若手経営者、消費者、行政が参加するパネルディ

スカッションを中心に 「新作焼肉料理ビデオ」上映､牛肉の需要を巡る情勢についての講演、

などを内容とする『国産牛肉等消費拡大セミナー』を全国５ヶ所で実施し､協会会員に生産・

流通・消費の流れの中で安心（信頼関係）の重要性を認識させる上で大きな効果があった。

ＢＳＥ患畜発生以降､焼肉業界は非常に大きな痛手を蒙りながらも､一貫して「焼肉料理に

対する消費者の支持」と「消費者の信頼」を拠り所に売上回復のための活動を展開した。こ

れは焼肉協会が発足以来 「食」を通じて社会に貢献することを第一義としてボランティア活、

動に代表される社会との連携・信頼関係を大切にする伝統に基づくものであり、今回の未曾

有の危機突破策においても従前からの基本理念を踏襲し、その延長として消費回復・拡大

を目指す活動を実施してきた。

その結果､業界の売上はＢＳＥ患畜発生前の水準を回復し、更に上回る勢いを示すに至った。
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焼肉協会ではこの成果は焼肉店と消費者の信頼の証しと評価している。

（ ） 、 、このたび国 農林水産省 においてはＢＳＥ問題を踏まえ 国産牛肉の信頼確保を図るため

牛肉トレーサビリティ制度を構築しようとしており、焼肉業界においても、そのために新たに制

定された法律（ 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法 ）により牛「 」

肉トレーサビリティの実施について義務を負うこととなった。

焼肉協会では、会員が法律に基づく牛肉トレーサビリティが円滑に実施できるよう「牛肉ト

レーサビリティ検討委員会」を設置し、検討委員のご努力により、ここに立派な手引書が完

成した。

本手引書は、牛肉トレーサビリティについて焼肉店という立場から、その概要を解説するとと

もに、通常の営業活動の中でも円滑かつ的確にトレーサビリティを実施する方法を紹介するも

のである。

日々の営業活動について法律上の義務事項が加わり、検査対象になることは、作業も増え従

業員教育をはじめ設備の導入等コスト増も想定されるが、焼肉協会としては、会員をはじめと

する多くの焼肉店において本手引書の活用によって、できるだけ小さな労力と投資で的確にト

レーサビリティが実施され、ますます焼肉業界がお客様から信頼されるよう共に努力していきた

いと念じている。

今までも焼肉協会は活動の基本を信頼の構築に据えてきた。この点では、トレーサビリテ

ィの考えを先取り実施しており、自信と確信を持って新しい事態に対処し、格の高いデイナー

レストランとしての評価を得られるよう、会員の一層の理解と協力をお願いする。

平成１５年１２月

事業協同組合 全国焼肉協会

会 長 新 井 泰 道
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２．国産牛肉トレーサビリティの概要と焼肉協会の取り組みについて

（ ）「 」（ 「 」１ 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法 以下 牛肉トレサ法

と略称する ）が平成１５年６月４日、国会で成立した。これに続いてこの法律を施行するた。

めの「政令」及び「施行規則 （農林水産省令）が制定された。更に行政機関がこの法律を」

実施するための細部の説明等を明らかにする「施行通知」及び「運用通知」が関係行政機関

に通知され、牛肉トレーサビリティを実施するための法令の整備が整った。

（２ 「牛肉トレサ法」の施行日）

●生産段階 ………平成１５年１２月１日から適用。

●流通及び販売業（外食業を含む ）………平成１６年１２月１日から適用。。

法の適用対象には 「焼き肉 「しゃぶしゃぶ 「すき焼き 「ステーキ」の４業種の外、 」、 」、 」、

食業（特定料理提供業者）が含まれている。

（３ 「牛肉トレサ法」が適用される焼肉店）

①法律において焼肉業者は適用対象業種とされている。

②但し、個々の焼肉店が適用対象となるか否か（法令等の要件を満たしているかどうか）

は、行政の調査等に基づく判定結果による。

（４）焼肉協会の「牛肉トレサ法」に対する取り組み

焼肉協会では、会員の焼肉店が「牛肉トレサ法」の適用対象店にとして判断された場合、

万全の対応がとれるよう、以下の対策を講じることとした。

①「国産牛肉トレーサビリティ導入手引書 （焼肉店舗編）の作成配布」

☆「牛肉トレサ法」のうち焼肉店に関係する部分を抜粋して分かりやすく説明するとともに、

円滑かつ的確に実施する方法を紹介する。

②「国産牛肉トレーサビリティ導入手引書 （焼肉店舗編）に基づく研修の実施」

☆「牛肉トレサ法」の適用対象店には全店参加していただく予定。

・平成１６年１月実施の「中央研修」 参加定員 ８０名

・平成１６年１月～２月実施の「地方研修 （地区懇談会と同時開催）」

・平成１６年６月～７月実施の「地方研修 （地区別交流会と同時開催）」



- 4 -

③「国産牛肉トレーサビリティ」認証事業の実施

☆「国産牛肉トレーサビリティ導入手引書」について研修に参加

☆「国産牛肉トレーサビリティ導入手引書」に基づく設備、従業員教育を完了

☆上記条件を満たした店に対し、申請に基づき理事会審査を合格した店には「全国焼肉協

会・牛肉トレーサビリティ認証店」の証票を交付する。

☆上記認証店は、焼肉協会のホームページに店名を掲示する。

④「牛肉トレーサビリティ」支援事業への参加援助措置

農林水産省が「牛肉トレーサビリティ」支援事業として実施する下記事業について、設備機

器導入のため参加を希望する会員のため、全国焼肉協会は参加援助措置を講じる。

☆「牛肉トレーサビリティシステム確立リース事業」(畜産環境整備機構)の利用

3 「牛肉トレサ法」焼肉店関係条文抜粋・説明．

(１) 「手引書」説明内容について

「牛肉トレサ法」は、生産段階において一頭一頭の牛について個体識別番号という１０桁の番

号をつけて管理し、誕生から肥育、と畜までの履歴（個体情報）をデータベース化し、その後

の流通加工、 販売（焼肉店）を経て消費者に至るまで個体識別番号をキーワードとして牛の

個体情報の伝達及び管理を行うものである。

そのため法律及び関連通知には、それぞれの段階の義務事項及びその定義・要件等につい

て逐一詳細に規定されているが、焼肉店の会員がこの内容を読み・理解するには大変な時間

と労力を要するものとなっている。このようなことから、焼肉協会が作成した手引書では 「牛、

「焼肉肉のトレーサビリティ全体の仕組み」をフローチャートで大づかみに理解していただき、

「 」、「 」、「 」、「 」、「 」店が必要とする部分」については 法律 政令 施行規則 施行通知 運用通知

牛肉トレサ法」焼肉店関係条文抜粋・説明表 。の関係する部分を 纏めた「 として

なお「施行通知」及び「運用通知」とは、法律を実施するため解釈等の説明をした行政の

文書（通知）である。

● Ｐ７「牛肉のトレーサビリティ全体の仕組み」フローチャート

● Ｐ８～９「牛肉トレサ法」焼肉店関係条文抜粋・説明表
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「牛肉トレサ法」焼肉店関係条文の概略（２）

①定義（法第２条関係）

●法律の適用対象となる牛の肉の定義（第３項）→「特定牛肉」

●法律の適用対象となる牛肉料理の定義（第４項）→「特定料理」

●法律の適用対象となる牛肉料理の提供業者の定義（第５項）→「特定料理提供業者」

②個体識別番号等の表示（法第１６条関係）

「法」の適用対象となった焼肉店が「特定牛肉」を主たる材料とする料理を提供する場合

の表示義務を定めている。

「店舗の見やすい場所に明瞭に個体識別番号を表示しなければならない」

③記録の保管（法第１７条関係）

法」の適用対象となった焼肉店は、帳簿を備え「特定牛肉」に係る仕入れ及び個体識別「

番号等に関する事項を記録し、これを１年ごとに閉じて、２年間保管しなければならない。

④勧告及び命令（法第１８条関係）

●農林水産大臣は 「特定料理提供業者」が個体識別番号等の表示をしていない場合、表、

示を行うよう勧告する。

●農林水産大臣は 「特定料理提供業者」が勧告に従わなかった場合は、勧告内容を実施、

するよう命令する。

⑤報告及び検査（法第１９条関係）

●農林水産大臣は 「特定料理提供業者」対し、この法律に基づく必要な事項について報告、

を求めることができる。

●農林水産大臣は、必要があるときは「特定料理提供業者」の店舗等に立ち入り、帳簿等

の検査を行うことができる。

●農林水産大臣は、必要があるときは「特定料理提供業者」の店舗等に立ち入り、特定料

「 」 。 、 。理を 集取 することができる この場合 料理の正当な対価を支払わなければならない
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⑥罰則 （法第２３条関係）

次の事項に該当する場合は、３０万円以下の罰金に処す。

●改善命令に違反した者。(第３項)

●記録の記載及び保管をしなかった者。(第４項)

●報告義務違反及び検査を妨害した者。(第５項)



- 7 -

牛肉トレーサビリティ制度の仕組み

独）家畜改良センター（

出生・移動等の報告

（＊１）生 産 者 牛個体識別台帳

個体識別番号 氏名・住所を除き農
インターネットで公表林 耳標の装着

移動の届出水
産
大
臣

全枝肉からと 畜 場
地 科照合用サンプル集

取方 食 肉 卸 売 業

農 学
政
事 的
務
所 な

個体識別番号 ＤＮＡ鑑定
の 確又はロット番号

立
入 認

（荷口） 示の表

検
査

（＊２）焼肉店、食肉小売店等 検査用サンプル集
取

個体識別番号

又はロット番号

（荷口） 示の表

消 費 者 等

インターネットによる情報公開
（＊１） （独）家畜改良センターがすべての牛の情報

を記録・管理

（＊２） １ と畜されるすべての枝肉からＤＮＡ照合用サンプルを集取

２ 農林水産大臣（地方農政事務所）の立入り検査の際に小売店から検査用ｻﾝﾌﾟﾙ 集取

３ 両サンプルの同一性を 鑑定により確認DNA
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『牛肉トレーサ法』焼肉業界関連条文（抄 ・一覧表）

内容 法 律 政 令 農林水産省令 施 行 通 知 運 用 通 知

『特定牛肉』 除外される牛 法制定の趣旨 定義第２条３項 第１条 政令で定める料理 第１条（ ） 第１ 第１（ ）
焼き肉 しゃぶしゃぶ １．出生直後に死亡した牛 ……法は、… の実施の基礎とするととも「 」、「 」 ＢＳＥのまん延を防止するための措置

食用に供される牛の肉（省令で定めるも 「すきやき 「ステーキ」 ２．輸入直後にと畜場でとさつされ に、 し、…… ４ 特定料理提供業者定 牛肉に係る牛の個体の識別のための情報の提供を促進 関連産」、
のを除く ）であって、牛個体識別台帳 る牛 として、……。 業の健全な発展並びに消費者の利益の増進を図ることを目的

牛の個体識別のための情報の管理 牛の個体識別番号の表示等の措置 「特定料理提供業者」に該当するに記録されている牛から得られたもの。 、…… ( )1
義 除外される牛の肉 を講ずる 者の要件第２条（特定料理提供業者 第２条（ ） こととした。

４項 １．料理の提供を主たる事 １．…加工し、又は調理したもの『特定料理』
牛の肉を主たる材料とする料理で、政令 業としていること。 ２．牛肉を肉ひき機でひいたもの 第２ ア「特定料理提供業者」に該当する定義

料理の提供を主たで定めるもの。 ２．提供する料理が特定料 ３．牛肉の整形に伴い副次的に得 要件の一つとして「
」 。理であること。 られたもの が設けられた「個体識別番号」 る事業としていること。

５項『 』特定料理提供業者
これは 「特定料理の提供の事業」を行う牛の個体を識別するために農林水産大臣が牛ごとに定める番号 、
者の中でも 「特定料理提供業者」は「特特定料理の提供の事業を行う者であっ 、
定料理の提供の事業」を主たる経済活動とて、政令で定める要件に該当するもの。 「 」 ＝特定牛肉 枝肉、部分肉、精肉
するものであって 「遊興飲食や酒類を含む食用に供される牛の肉であって、牛個体識別台帳に記録されている牛から得 、
飲食の提供の事業」を主たる経済活動とすられたもの（省令による除外・２条参照）
る者（風俗営業）などは対象にならないこ
とを明らかにする趣旨。→「風俗営業許可個 特定料理提供業者による個体 特定料理提供業者によ 除外される牛の肉第１６条『 第２６条 『
証」掲示している店は対象にならない。体 識別番号の表示 る個体識別番号の表示方法』 』 具体的な商品名

１ 牛肉を原材料とする 缶詰製品、店頭販売の調理品識
別 その者の提供する料理が主として特定料理提供業者は、特定料理（特定 ……個体識別番号の表示は、当該 イ 「２ 挽肉

牛肉を主たる材料とするものに限る ） 特定料理又はその店舗の見やすい である」どうかについての番 特定料理。 ３ 舌、頬肉、くず肉、小間切れ
の提供をするときは、省令で定めるとこ 場所に 明瞭にしなければならない …… アの要件に加え以下の号 判断基準、 。
ろにより、……その店舗の見やすい場所 「 」 要件の何れかに該当するかどうかを基表 特定料理
に……特定牛肉にかかる牛の個体識別 牛肉を主たる材料とする料理 ※牛肉を主たる材料 ＝ 輸入肉を含む。 準として判断する。示
番号を表示しなければならない。 ⇒「焼肉 「しゃぶしゃぶ 「すきやき 「ステーキ」」、 」 」、

「特定料(ｱ)１事業所における過去１年間の
収入金額又は「 」特定料理提供業者 理の提供の事業」に係る

総 の「料理の提供の事業」に第１７条『帳簿の備付け等』 第２７条『 』 「特定料理」の提供の事業を行う者で、帳簿取扱 料理の提供を主たる事業 売上金額
係る総収入金額又は総売上金額に占める記 ……帳簿を１年ごとに閉鎖し、閉

。録 ……特定料理提供業者は、省令で定め 鎖後２年間保存しなければならな 補足説明( )焼肉 「精肉」を主たる材料とする料理の提供を専門とする事業形態= 割合が２分の１を超えること
事業所における 数の るところにより、帳簿を備え、………特 い。 (ｲ)１ 牛肉の仕入に係る

金額 全体保 定料理の提供に関し省令で定める事項 ( )1 「精肉」を主たる材料とする料理は、顧客が「精肉」そのものの価値 （ 和牛」である「 量又は の食材（酒類を除く ）。
の仕入に係る数量又は金額に占める割合管 帳簿記載内容を記載し、又は記録し、これを保存しな 『 』 か否か等）に着目して注文することが多いことから 「精肉」を購入しようとする者と同様に、

。ければならない。 対応する個体識別情報の提供を促進すべきと考えられること、 が２分の１を超えること
１事業所における「 の提供の三．特定料理提供業者 ( ) (ｳ)2 仕入の段階で「精肉」に個体識別番号の表示がなされていることから、その情報を顧客に 特定料理

のメニ伝達すること自体、それほど困難であるとは考えられないこと 事業」の計画（例： 特定料理」「
）の「料理全体の提供の事業」提供にかかる特定料理の主たる材 ュー数

すべての料理メニュー数）料とした特定牛肉ごとに、仕入にか 以上の理由から 「特定料理」として４業種を政令で指定し、、 の計画（例：
。かる特定牛肉に対応する一若しくは その提供を事業活動として行っている者のうち政令で定める要件に該当する に占める割合が２分の１を超えること

二以上の個体識別番号又は荷口番 者を「特定料理提供業者」として規制対象とされた。
「特定料理提供業者」に該当する者の号、当該仕入の相手方の氏名又は ( )2

公表名称及び住所並びに当該仕入にか 補足説明・ 特定料理提供業者」の要件「
かる特定牛肉の重量 ( ) 農林水産省消費・安全局は、( ) に基1 1「料理の提供」自体を主たる経済活動とする者

「特定料理提供業者」に該当する( ) づき2 「料理の提供」を行うが、それが従たる経済活動であり、カラオケ、 ダンス、接待サー
者を調査し、規制対象者を明確にする第１８条 『勧告及び命令』 ビス等の遊興飲食や酒類を含む飲食の提供を主たる経 済活動とする者（ 料亭 「バー、「 」、

勧 観点から、その結果を公表する。３項 キャバレー、ナイトクラブ 「酒場、ビヤホール ）は除かれ 「特定料理の提供」を主とし」、 」 、
て行う者に限定告 農林水産大臣は、特定料理提供業者が
「主として」の判断基準及 ……（個体識別番号表示等の）規定を ( )3

当該営業施設における販売額の過半を占めているかどうか等を基準として行う。 「特定料び 遵守していないと認めるときは、 →
理」が部分的にメニュー含まれているだけのファミリーレストラン等の事業者は除外される。命 ……必要な措置を講ずべき旨の勧告をす

ることができる。令
４項 第５ 「 」特定牛肉の表示等

特定料理提供業者による個体識別番号の表示等農林水産大臣は、……特定料理提供業 ３．
者がが正当な理由がなくその勧告にかか

、る措置をとらなかったときは、……特定 ( )1 特定料理提供業者は､特定牛肉を主たる材料とする特定料理の提供をするときは
当該特定料理又はその店舗の見やすい場所に、当該特定料理の主たる材料である料理提供業者に対し、その勧告に係る
特定牛肉に係る牛の個体識別番号を明瞭に表示しなければならない。特定料理措置をとるべきことを命ずることができ

個体識別番号の表示義務のる。 提供業者は、いわゆる特定料理の専門店であるが、
対象は、個体識別情報が記録されている「特定牛肉」を主たる材料とするものに
限られる。
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内容 法 律 政 令 農林水産省令 施 行 通 知 運 用 通 知

報 報告及び検査 身分を示す証明書の様式 二以上の個体識別番号を表示するときの要件等第１９条『 』 『 』 ( )2
一の特定料理について一の個体識別番号を表示しなけ告 ３項 第２８条 ……職員の身分を示す証 ア 特定料理提供業者は、

。ただし、次の要件のいずれにも該当するときは、一の特定料理に及 農林水産大臣は、……特定料理提供業 明書は、別記様式による。 ればならない
ついて二以上の個体識別番号を表示することができる。び 者に対し、必要な報告をさせ、……特

いずれの牛から得られたものかを識別することが困難な特定牛肉であること。検 定料理提供業者の事務所、事業場、店 (ｱ)
５０頭以下の牛から得られた特定牛肉であること査 舗その他の場所に立ち入り、帳簿、書 (ｲ)
特定料理提供業者は、荷口番号（個体識別番号以外番号又は記号で個体識別類その他の物件を検査させ、関係者に イ

番号に対応するもの）で表示することができる。仕入先等他の者が定めた荷口番質問させ、若しくは検査に必要な限度に
号を表示する場合は、当該荷口番号を定めた者の氏名又は名称及び電話番号そのおいて特定牛肉若しくは特定料理を集取
他の連絡先を表示することとなる。させることができる。
表示の単位とされる「一の特定料理」とは 「一の注文単位」である。……特定牛肉若しくは特定料理を集取 ※ 、

させるときは時価によってその対価を支
帳簿の備付け等払わなければならない。 ４．

特定料理提供業者は、帳簿を備え、特定料理の提供に関し、以下に掲げる事項を
記載し、又は記録し、これを１年ごとに閉鎖し、閉鎖後２年間保存しなければらな
い。 これらの措置に違反した者（上記に定める行為を行わず、怠った者）は、３

第２３条 『 』 。罰則 ０万円以下の罰金に処せられる
罰

特定料理提供業者の帳簿記載事項次の各号のいずれかに該当する者は、
。 提供にかかる特定料理の主たる材料とした特定牛肉ごとに、則 ３０万円以下の罰金に処する

（ ）ア 当該特定牛肉に対応する一又は二以上個体識別番号 又は対応する荷口番号
当該仕入の年月日３項 イ
当該仕入の相手方の氏名又は名称及び住所……（改善命令）の命令に違反した者 ウ
当該仕入の当該仕入に係る特定牛肉の重量エ

４項
勧告及び命令……（記録の記載及び保管） ５．

農林水産大臣は、特定料理提供業者が個体識別番号表示等の措置を遵守してい………しなかった者
ないと認めるときは、特定料理提供業者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告を
する。 この勧告を受けた特定料理提供業者が正当な理由がなくその勧告に係る措置５項
をとらなかったときは、特定料理提供業者に対し、その勧告に係る措置を執るべきこ……（報告義務違反及び検査妨害等）
と命ずることができる。 この命令に違反した者は、３０万円以下の罰金に処する。……をした者

第６ その他

報告及び検査１．
( )特定料理提供業者3
農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、特定料理提

、 、 、供業者に対し 必要な報告をさせ 又はその職員に当該特定料理提供業者の事務所
事業場、店舗その他の場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係
者に質問させ、若しくは検査に必要な限度において特定牛肉若しくは特定料理を集
取させることができる。
この集取に当たっては、時価によってその対価を支払わなければならない。

( )牛肉の集取の考え方4
法において、特定牛肉の表示や関係帳簿の保存等の義務を担保するため、立ち入法 法の施行日 法の施行日附則第１条 附則

り検査を行わせるほか、科学的な検査を行うため、そのサンプルとなる肉片を集取すの
ることができるが、これは表示されている個体識別番号等と牛肉に対応する牛とが一施 制令の定める日 １．平成１５年１２月１日
致しているかどうかを確認するため、ＤＮＡ検査等の科学的な検査を行い、その同一行 （生産者）
性の確認をする。日 ２．平成１６年１２月１日

とさつされた直後の枝肉から照合用のサンプルとして肉片を集取し、この個体に（流通・販売等業者） ア
対応する個体識別番号とともに一定期間保管する。
販売業者等の店頭において、小売り段階における検証用のサンプルとして特定牛イ
肉又は特定料理を集取し、表示されている個体識別番号（これに対応する荷口番
号）とその番号等に対応するアの照合用サンプルの両者についてＤＮＡ分析を行い
その結果が同一のものであるかどうかを確認する。
特定牛肉等の集取は、相手方の同意を要せずに行われる。
川下（販売・焼肉店）では有償、川上（と畜場）では無償。
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４ 「牛肉トレサ法」関連用語の説明．

関 連 用 語 関 連 用 語 の 説 明

農林水産大臣が牛の個体を識別するために牛毎に定めた番号個体識別番号

法の対象から除かれる牛

①出生直後に死亡した牛

②輸入された牛が、他の牛と同居することなくと畜される牛

製造や販売について複数の個体識別番号を一括りで管理する荷口番号 ロット番号（ ）

場合の番号を言い、個体識別番号に代えて表示することがで

きる。

ロット番号の条件

①５０頭以内で構成

②ロット番号を作成・表示した者は､それを構成する個体識別番

号について応答義務を負う。

食用に供される牛の肉であって牛の個体識別台帳に記録されて特定牛肉

いる牛から得られたもの

「枝肉 「部分肉 「牛ロース 「スライス肉」等の精肉」、 」、 」、

法の対象から除かれる牛肉

牛肉を原料又は材料として製造し、加工し、又は調理したもの①

牛肉を肉ひき機でひいたもの②

牛肉の整形に伴い副次的に得られるもの③

「舌 「頬肉 「くず肉 ・ 小間切れ」」、 」、 」「

牛肉を主たる材料とする料理であって、政令で定めるもの特定料理

政令で定める料理

「焼き肉 「しゃぶしゃぶ 「すき焼き 「ステーキ 、」、 」、 」、 」
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焼肉店における情報伝達表示例ー１

～仕入情報をパネル表示する場合～

国産牛肉トレーサビリテイ実施店

お客様に焼肉を安心して召し上がっていただけるよう

当店は､牛肉トレーサビリティに取り組んでいます

個体識別番号及びロット番号の見方

本日提供する国産牛を使用するメニュー（＊印で表示）に対応する牛肉の個体識

別番号及びロット番号は､下記に表示されたものです

メニュー名 個体識別番号 ロット番号

４３２１カルビ、ロース、 １２３４５６７８９０
４３２２ユッケ、 １２３４５６７８９１たたき、

牛刺

、 。注 当店のメニューにはカルビ及びロースについては上 特上の区分があります

個体識別番号の全国データベースへのアクセス方法
：ｗｗｗ．ｎｌｂｃ．ｇｏ．ｊｐホームページアドレス

ロット番号の問い合わせ先

電 話 :

注）１．各店において、国産牛肉を使用するメニューを全て表示してください。

２．同一メニューの中に国産・輸入肉が混在する「盛り合わせ」等のメニュー場合も同様
であり 「輸入牛肉も使われています」との表示が必要。、

３．各店において、消費税表示方法の変更（ ）対応としてメニューを作り直す機会に16.4.1
トレサ対象肉を使用するメニューについて区分できる表示を検討する必要がある。

． 、 、 （ ）４ 各店においては メニュー名欄に対応する 個体識別番号＋ロット番号 含まれる頭数
の頭数が５０頭を超えないよう注意する。
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焼肉店における情報伝達表示例－２

～個店が独自に設定したロット番号パネルを表示する場合～

国産牛肉トレーサビリテイ実施店

お客様に焼肉を安心して召し上がっていただけるよう

当店は､牛肉トレーサビリティーに取り組んでいます

当店のロット番号の見方

＊印のあるメニューに使用されている国産牛肉は、牛肉トレーサビリティ法

に基づいて個体識別番号が管理されています。その管理番号は、当店が独自に

設定した下記のロット番号です。

備 考メニュー名 ロット番号

ＪＹ …… 会社名
ａ …… 店番号カルビ
０４ …… ２００４年ロース 「ＪＹａ０４１２０１」
１２ …… １２月ユッケ
０１ …… １日たたき

牛 刺

この方式によるロット番号から個体識別番号等を特定する方法

手 順 及 び 概 要 留 意 事 項

１．帳簿Ｂにより、ロット番号に対応する複数の仕入日を特定す 使用した特定牛肉の
る。 情報は、最も古い仕入

日からロット番号を付
２ 帳簿Ａにつづられている納品書及び個体識別番号表のうち けた日までの納品書等． 、

特定された仕入日のものから、ロット番号に対応する次の情 の情報として特定され
報を特定することができる。 る。

・特定牛肉に係る個体識別番号
・仕入業者
・仕入年月日






